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国保改革の状況

① 年齢構成が高く、医療費水準が
高い

② 所得水準が低い

③ 保険料負担が重い

④ 保険料の収納率

⑤ 一般会計繰入・繰上充用

⑥ 財政運営が不安定になるリスク
の高い小規模保険者の存在

⑦ 市町村間の格差

① 財政運営の県単位化

都道府県
財政運営の主体。統一的な方針
として国保運営方針を作成

市町村
資格管理、保険給付、
保険税率の決定、賦課徴収、
保健事業

② 財政支援の拡充

「全世代対応型の社会保障制度を構
築するための健康保険法等の一部を
改正する法律」（令和3年6月11日公
布）第６条の規定による国民健康保
険法の改正

↓
都道府県国保運営方針の必須記載事
項として「保険料水準の平準化に関
する事項」が追加（令和6年4月1日施
行）

⇒ 保険税水準の統一が、
実質的に法律上義務付け

• 国民健康保険は年齢構成が高く、医療費水準（≒1人当たりの医療費）が高いなどの構造的課題があり、

平成30年度の国保改革により県と市町村による共同運営となった。

• さらに、国保法の改正により、令和６年度から「保険料水準の平準化に関する事項」が都道府県国保運営

方針の必須記載事項となり、「保険税水準の統一」が実質的に法律上義務付けされた。

保険税水準の統一：同一都道府県内において、同じ所得水準・同じ世帯構成であれば、同じ保険税水準

※統一する範囲には「保険税ベースの統一」と「納付金ベースの統一」がある
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国保が抱える構造的課題 国保法の改正国保改革（平成30年度）
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保険給付費, 

9,144,161

国保事業費

納付金, 

3,057,957

保健事業費, 

193,128

その他, 

150,119

県支出金

（普通交付金), 

9,104,046 

国保税, 

2,343,256 

一般会計繰入金, 

832,709 

国県支出金

（その他）, 

131,882 

その他, 

265,354 
交付

山形県

納付

財源

歳入

計12,545,365

歳出

計12,545,365

納付金制度について（１）

• 納付金制度では、市町村は都道府県に国保事業費納付金を支払い、都道府県は保険給付費の全額を市町村に

交付する。

• 市町村は、被保険者の資格管理、保険税率の決定、賦課・徴収、保険給付、保健事業を実施。
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鶴岡市国保特別会計（事業勘定）令和４年度当初予算

単位：千円



納付金制度について（２）

• 納付金の算定は、国が示すガイドラインに基づき、都道府県が行う。

• ①都道府県の医療給付費の総額から、国庫負担金などの公費を除いた納付金総額を算出、

②各市町村の納付金額として、所得水準、被保険者数・世帯数、医療費水準に基づき按分される。
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①納付金総額の算出

②各市町村の納付金額の算出

α：医療費指数反映係数

納付金の算定に当たって、医療費水準をどの程度

反映させるかを調整する係数

山形県では現在α＝１（医療費水準を納付金に反映）

医療給付費に対する国庫負担金等の財源



都道府県国保運営方針策定の流れ

• 都道府県国保運営方針は、都道府県と各市町村が一体となり、役割分担をしつつ、保険者としての事務を

共通認識の下で実施する体制を確保するために策定。「保険税水準の統一」についても運営方針に記載。

• 山形県では、次期国保運営方針（計画期間R6～R11の6か年）の策定に向けて、令和３年度から作業部会を

中心に「保険税水準の統一」について議論が進められている。
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市町村等との連携会議

市町村への意見聴取

県国保運協の審議

県知事による決定

公表

連絡調整会議

・県国保主管課長
・全市町村国保主管課長

事務レベル検討会

・県、全市町村等の
国保事務担当者

作業部会

・県、９市町村の実務
担当者

策定の手順
（都道府県国民健康保険運営方針策定要領）

・都道府県は、都道府県の国保運営協議会において、国保運営方針の案を審議しなければ
ならない。（国保法第11条第１項）

・すべての市町村に対し、国保運営方針の案について意見を求めなければならない。
（国保法第82条の２第６項）
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保険税水準の統一に向けた方向性（山形県の案）

• 令和４年１月、県は計４回の財政運営安定化部会における協議をまとめた「保険税水準の統一に向けた

方向性」について、部会を構成する９市町村（本市含む）に意見照会。

• 令和４年７月、作業部会の意見照会を踏まえて一部修正し、全市町村に対し意見照会（連絡調整会議）。

10月14日時点で１市町村を除き、県の方向性をベースに今後協議を進めていくことに合意する回答を

していることが県から報告された。

• 今後のスケジュールは未定だが、本市としては、県内市町村間の医療費水準に格差がある背景や、医療費水

準の平準化の取組方針について議論を深めていくことを求めていく。
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統一の理念

保険税水準を統一し、将来予想される保険税負担の上昇を平準化することで、県内市

町村における国保財政運営の安定化を図り、本県の国民健康保険制度を将来にわたっ

て持続可能なものとすることを目指す。

定 義 納付金ベースの統一を目指す。「税率の完全統一」は将来的な検討課題とする。

工程表 R7からR11まで、段階的に医療費指数反映係数αを０に近づけていく。

激変緩和措置 R7からR15まで、10年間かけて上昇幅を一定に均す。

医療費適正化

インセンティブ措置

医療費適正化への取組を後押しするため、一定の条件を満たした場合に

インセンティブとして交付金を交付する（継続協議）

〇「保険税水準の統一に向けた方向性」のポイント



本市納付金への影響

• 納付金算定において医療費水準を反映させない「納付金ベースの統一」の場合、本市の納付金負担は上がる

ことが見込まれる。

• 令和４年１月の県の検討段階における試算によると、本市の納付金は、令和４年度で３０億６千万円のとこ

ろ、激変緩和終了後の令和１６年度には３１億９千万円となり、おおよそ１億３千万円増える見込み。

ただし、あくまで現時点における試算であり、将来の納付金と一致するものではない。
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参 考

R4 R16 増減額

納付金額 30億6千万円 31億9千万円 +1億3千万円

〇補 足

• 「納付金ベースの統一」は、令和７年度から令和１１年度まで段階的に進められる。

• 令和７年度から令和１５年度まで激変緩和措置が講じられるため、１０年間上昇幅は一定に均される。実際の納付金は、

前年度までの医療費を用いて算定されるため、将来の納付金とは一致しない。

本市納付金の県試算
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参 考
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参 考
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参 考

厚労省資料抜粋


